
記入方法など不明な点がございましたら、こちらまでご連絡願います

● 傷病手当金など、健康保険の給付に関すること 業務グループ（健康保険給付担当）

TEL ０２４－５２３－３９１７

● 任意継続・限度額適用認定証に関すること 業務グループ（保険証・任意継続担当）

● 保険証の発行に関すること TEL ０２４－５２３－３９１５

● 健診に関すること 保健グループ

● 保健指導（健康相談）に関すること TEL ０２４－５２３－３９１９

●交通事故・第三者行為等の医療費に関すること レセプトグループ

TEL ０２４－５２３－３９１８

●健康保険委員に関すること 企画総務グループ

TEL ０２４－５２３－３９１６

〒９６０－８５４６

福島市栄町６－６

NBF ユニックスビル８階

全国健康保険協会 福島支部 宛

〒９６０－８５４６

福島市栄町６－６

NBF ユニックスビル８階

全国健康保険協会 福島支部 宛

相談受付時間 月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分まで

※ 国民の祝日および年末年始（１２月２９日から１月３日）を除きます

※ お電話のお掛け間違いにはご注意ください

〒９６０－８５４６

福島市栄町６－６

NBF ユニックスビル８階

全国健康保険協会 福島支部 宛

郵送前のチェックリスト

□ 保険証の記号・番号は記入しましたか？

□ 必要箇所への押印は済みましたか？

□ 添付書類は全て揃いましたか？

□（給付金の申請の場合）振込口座の「預金種別」に丸をつけましたか？

□ 記入もれがないか、今一度ご確認願います。


